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市
・
都
民
税
、
所
得
税
、
事
業
税
の

申
告
書
の
提
出
期
間
は
、
２
月　

日
１６

（
水
）
〜
３
月　

日
（
火
）
で
す
（
郵

１５

送
可
）
。
３
月
に
入
り
ま
す
と
大
変
混

雑
し
ま
す
の
で
、
申
告
は
お
早
め
に
お

願
い
し
ま
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、
市
・
都
民
税
に

つ
い
て
は
市
役
所
市
民
税
課
（
11
７
２

４
・
２
１
１
４
〜
５
、
２
１
１
７
）
、

所
得
税
、
贈
与
税
、
消
費
税
に
つ
い
て

は
町
田
税
務
署
（
11
７
２
８
・
７
２
１

１
）
、
事
業
税
に
つ
い
て
は
八
王
子
都

税
事
務
所
個
人
事
業
税
係
（
11
０
４
２

６
・　

・
１
１
１
１
）
へ
。

４４市
・
都
民
税
の
申
告

市
・
都
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

○
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
町
田
市

１７

に
住
所
が
あ
る
方

　

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は
申
告

の
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
。

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

②
給
与
所
得
の
み
、
も
し
く
は
公
的
年

金
に
か
か
わ
る
所
得
の
み
の
方
で
、
給

与
の
支
払
先
、
も
し
く
は
社
会
保
険
庁

等
か
ら
市
役
所
へ
支
払
報
告
が
な
さ
れ

て
い
る
方
（
各
種
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
方
は
除
き
ま
す
）

○
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に

１７

事
務
所
・
事
業
所
・
家
屋
敷
を
有
す
る

方
で
市
内
に
住
ん
で
い
な
い
方

市
･
都
民
税
の
申
告
書
の
送
付

　

市
・
都
民
税
の
申
告
書
は
①
昨
年
申

告
書
を
提
出
し
た
方
②
昨
年
３
月
に
大

学
な
ど
を
卒
業
し
た
と
思
わ
れ
る
方
な

ど
に
２
月
９
日
ご
ろ
発
送
予
定
で
す
。

　

市
・
都
民
税
の
申
告
書
が
送
ら
れ
た

方
で
、
病
気
・
失
業
・
学
生
な
ど
で
昨

年
中
に
所
得
が
な
か
っ
た
方
も
、
そ
の

旨
を
具
体
的
に
記
入
し
て
提
出
し
て
下

さ
い
。

受
付
・
相
談

　

市
･
都
民
税
の
申
告
書
の
受
付
は
、

２
月　

日
（
水
）
〜
３
月　

日
（
火
）

１６

１５

ま
で
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
市
役
所

１
階
市
民
フ
ロ
ア
ー
で
行
い
ま
す
。
受

付
時
間
は
午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１

時
〜
４
時
で
す
。

　

ま
た
、
各
市
民
セ
ン
タ
ー
で
も
上

表
の
と
お
り
行
い
ま
す
。
会
場
の
受
付

時
間
は
午
前
９
時
〜　

時
と
午
後
１
時

１１

〜
３
時
で
す
。

　

今
年
は
、
２
月　

日
・　

日
の
日
曜

２０

２７

日
も
平
日
と
同
様
、
市
役
所
１
階
市
民

フ
ロ
ア
ー
で
受
付
と
相
談
を
行
い
ま

す
。

申
告
に
持
参
し
て
い
た
だ
く
も
の

　

市
・
都
民
税
の
申
告
に
持
参
し
て
い

た
だ
く
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①
申
告
書
（
会
場
で
も
お
渡
し
し
ま

す
）

②
印
鑑

③
収
入
が
あ
っ
た
方
は
収
入
の
内
訳
を

証
明
で
き
る
資
料
（
源
泉
徴
収
票
等
）

④
所
得
控
除
の
資
料
等
（
前
年
中
に
社

会
保
険
料
を
支
払
っ
た
領
収
書
や
生
命

保
険
料
・
損
害
保
険
料
の
控
除
証
明
書

等
）

申
告
は
期
限
内
に

　

期
限
内
に
申
告
を
さ
れ
な
い
と
、
納

付
回
数
が
少
な
く
な
り
、
１
回
あ
た
り

の
納
付
金
額
が
多
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
申
告
が
な
い
場
合
は
、

児
童
手
当
・
保
育
園
入
園
・
幼
稚
園
補

助
金
・
就
学
援
助
費
・
公
営
住
宅
入
居

・
老
人
医
療
証
・
公
的
年
金
・
事
業
資

金
の
融
資
な
ど
の
申
請
に
必
要
な
市
・

都
民
税
の
課
税
・
非
課
税
証
明
書
等
の

交
付
が
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

必
ず
期
限
内
に
申
告
し
て
下
さ
い
。

申
告
は
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

電
話
番
号
を
忘
れ
ず
に
�

　

期
限
ま
で
に
申
告
に
来
ら
れ
な
い
方

は
、
郵
送
に
よ
り
申
告
を
受
け
付
け
ま

す
。
申
告
の
内
容
に
つ
い
て
、
後
日
不

明
な
点
等
を
お
た
ず
ね
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
電
話
番
号
は
忘
れ
ず
に

お
書
き
下
さ
い
。

納
税
通
知
書

○
納
税
通
知
書
の
送
付
は
６
月
初
旬
に

　

市
・
都
民
税
の
平
成　

年
度
納
税
通

１７

知
書
は
、
期
限
内
（
３
月　

日
ま
で
）

１５

に
申
告
さ
れ
た
場
合
に
は
、
６
月
初
旬

頃
に
お
送
り
し
ま
す
。
た
だ
し
、
非
課

税
の
方
に
は
納
税
通
知
書
は
お
送
り
し

ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
会
社
等
で
市
・
都
民
税
を
給

与
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
方
に
は
、
お
勤

め
先
を
通
じ
て
市
・
都
民
税
の
税
額
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

市
・
都
民
税　

課
税
・
非
課
税
証
明
書

○
交
付
は
６
月
中
旬
以
降
に

　

市
・
都
民
税
の
平
成　

年
度
課
税
・

１７

非
課
税
証
明
書
の
交
付
は
、
期
限
内
に

申
告
さ
れ
た
場
合
に
は
、
６
月
中
旬
以

降
に
交
付
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
期
限
内
に
申
告
が
あ
り
ま
せ

ん
と
、
証
明
書
の
交
付
時
期
が
遅
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告

確
定
申
告
が
必
要
な
方

　

主
に
次
の
よ
う
な
方
は
、
確
定
申
告

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

１　

事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が

あ
り
、
各
種
所
得
金
額
の
合
計
額
が
配

偶
者
控
除
、
扶
養
控
除
、
基
礎
控
除
な

ど
の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
方

２　

給
与
所
得
者
で
、
①
給
与
の
年
間

収
入
金
額
が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る

方
②
給
与
所
得
以
外
の
所
得
金
額
の
合

計
額
が　

万
円
を
超
え
る
方
③
２
か
所

２０

以
上
か
ら
給
与
な
ど
の
支
払
い
を
受
け

て
い
る
方

３　

土
地
や
建
物
、
ゴ
ル
フ
会
員
権
な

ど
の
資
産
を
売
却
し
た
方

還
付
申
告
が
で
き
る
方

　

一
般
に
給
与
所
得
者
は
、
年
末
調
整

に
よ
っ
て
所
得
税
が
精
算
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
確
定
申
告
に
よ
り
所
得
税
の
還
付

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１　

医
療
費
控
除

　

本
人
や
家
族
が
、
病
気
治
療
や
出
産

な
ど
で
一
年
間
に
多
額
の
医
療
費
を
支

払
っ
た
場
合
に
は
、
一
定
の
算
出
方
法

に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
、
医
療
費
控

除
と
し
て
所
得
金
額
か
ら
差
し
引
く
こ

と
が
で
き
ま
す
。

２　

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

　

住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
を
利
用
し
て
自
宅

の
新
築
や
購
入
、
増
改
築
な
ど
を
し
た

場
合
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
れ

ば
、
居
住
の
用
に
供
し
た
年
か
ら　

年
１０

間
、
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
の
年
末
残
高
に

応
じ
た
額
で
税
額
の
特
別
控
除
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
控
除
を
受
け
る
年
の
所
得

金
額
が
３
０
０
０
万
円
を
超
え
る
方
、

居
住
用
財
産
を
譲
渡
し
、
３
０
０
０
万

円
ま
で
の
特
別
控
除
を
受
け
た
方
、
買

い
替
え
や
交
換
な
ど
課
税
の
特
例
を
一

定
期
間
内
に
受
け
た
方
は
除
か
れ
ま

す
。

税

理

士

会

が

行

う

小
規
模
事
業
者
の
た
め
の

確
定
申
告
無
料
相
談

○
小
規
模
事
業
者
（
前
年
の
所
得
金
額

が
３
０
０
万
円
以
下
の
白
色
申
告
者
）

の
方
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
年
金
受
給
者
の
方
及
び
給
与
所
得

者
の
方
の
還
付
申
告
の
相
談
も
行
っ
て

い
ま
す
。

○
譲
渡
所
得
の
あ
る
方
、
所
得
金
額
が

高
額
な
方
及
び
相
談
内
容
が
複
雑
な
方

は
、
ご
遠
慮
下
さ
い
。

○
会
場
が
混
雑
し
た
場
合
は
、
受
付
を

早
め
に
締
め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
駐
車
場
の
用
意
が
あ
り
ま
せ
ん
の

譲
渡
所
得
の
申
告

　

平
成　

年
中
に
土
地
や
建
物
等
の
不

１６

贈
与
税
の
申
告

　

平
成　

年
中
に
、
個
人
か
ら
土
地
建

１６

物
、
現
金
、
預
貯
金
、
株
式
、
債
券
等

の
財
産
の
贈
与
を
受
け
た
方
で
、
贈
与

を
受
け
た
財
産
の
合
計
額
が
１
１
０
万

円
を
超
え
る
方
や
「
相
続
時
精
算
課

税
」
を
選
択
し
た
方
は
、
贈
与
税
の
申

告
が
必
要
で
す
。

　

「
相
続
時
精
算
課
税
」
を
選
択
し
た

方
や
「
配
偶
者
控
除
」
、
「
住
宅
取
得

資
金
等
の
贈
与
の
特
例
」
を
受
け
る
方

は
、
贈
与
税
が
か
か
ら
な
い
場
合
で
も

申
告
が
必
要
で
す
。

　

平
成　

年
分
贈
与
税
の
申
告
書
の
提

１６

出
と
納
税
は
、
平
成　

年
２
月
１
日

１７

（
火
）
〜
３
月　

日
（
火
）
で
す
。

１５

改
正
消
費
税
に
つ
い
て

　

平
成　

年
度
の
税
制
改
正
に
よ
り
消

１５

費
税
法
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、
平
成　
１６

年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
ま

す
。

１　

事
業
者
免
税
点
の
引
下
げ

　

平
成　

年
分
の
課
税
売
上
高
が
１
０

１５

０
０
万
円
を
超
え
る
個
人
事
業
者
の
方

は
、
平
成　

年
分
の
消
費
税
の
申
告
が

１７

必
要
に
な
り
ま
す
。

２　

簡
易
課
税
制
度
適
用
上
限
の
引
下

げ
　

平
成　

年
分
の
課
税
売
上
高
が
５
０

１５

０
０
万
円
を
超
え
る
個
人
事
業
者
の
方

は
、
平
成　

年
分
の
消
費
税
の
申
告
に

１７

お
い
て
簡
易
課
税
制
度
の
適
用
が
あ
り

ま
せ
ん
。

※
消
費
税
の
申
告
を
一
般
課
税
（
簡
易

課
税
制
度
を
適
用
し
な
い
場
合
）
で
行

う
個
人
事
業
者
の
方
は
、
課
税
仕
入
れ

等
の
事
実
を
記
録
し
た
帳
簿
及
び
課
税

仕
入
れ
等
の
事
実
を
証
す
る
請
求
書

等
の
両
方
の
保
存
が
必
要
に
な
り
ま

す
。

○
設
置
期
間　

２
月
１
日
（
火
）
〜
３

月　

日
（
火
）

１５
※
平
日
（
月
〜
金
曜
日
）
以
外
で
も
２

月　

日
・　

日
の
日
曜
日
に
限
り
、
確

２０

２７

定
申
告
の
相
談
・
申
告
書
の
受
付
を
行

い
ま
す
。

○
受
付
時
間　

午
前
９
時
〜　

時　
１１

３０

分
、
午
後
１
時
〜
４
時

○
所
在
地　

原
町
田
４－

　

－

　

、
Ｊ

１０

２０

Ｒ
横
浜
線
・
小
田
急
線
町
田
駅
か
ら
徒

歩
５
分

※
駐
車
場
は
有
料
と
な
っ
て
い
ま
す
の

で
ご
了
承
下
さ
い
。

※
前
記
の
期
間
中
、
町
田
税
務
署
の
庁

国税庁のホームページ　　　
　　　（http://www.nta.go.jp）で…
確定申告書などが作成できます�
プリントアウトした申告書はそのま
ま郵送で提出できます。

　現在、各行政機関では、自宅などのパソコンから様々な申請や届出
ができる「電子申請」や確定申告等の「電子申告」が始まっていま
す。その中にはあらかじめ住民基本台帳カードを入手し、そのカード
に「電子証明書」の付与を受けておく必要があるものがあります。
　昨年１月２９日から始まった公的個人認証サービスは、「電子証明
書」を発行するサービスです。
　このサービスを利用することで、申請者が本人であることや申請内
容が通信中に改ざんされていないことを証明できます。「電子証明
書」は窓口申請などに必要な「印鑑証明書」に変わる役割をインター
ネット上で果たすものです。
　「電子証明書」の申請をするには、まず住民基本台帳カードを取得
していただく必要があります。

住民基本台帳カードとは
　住民基本台帳カードは、「電子申請」や「電子申告」のほか、住民
票の写しの広域交付（町田市以外の市町村で、本人や同一世帯員の住
民票の写しを交付）を受ける際に利用できたり、転入転出手続の簡素
化の特例サービスを受けることができます。また、顔写真付きの住民
基本台帳カードは公的な身分証明書としても利用できます。
○住民基本台帳カードには、２種類の様式（様式Ａ・Ｂ）があります。
様式Ａ＝氏名・有効期限が記載されたもの
様式Ｂ＝氏名・住所・生年月日・性別・顔写真・有効期限が記載され
たもの
　住民基本台帳カードの有効期限は１０年間です。ただし、市外に転出
したときは無効になります。交付手数料は５００円です。

電子証明書の発行を受けるには
　対象者は町田市内に住民登録があり、住民基本台帳カードを所有し
ている方です。
　ご希望の方は、市役所１階の市民課まで、住民基本台帳カードと官
公庁発行の顔写真付きの身分証明書（住民基本台帳カードが顔写真付
きの様式の場合は不要）をお持ちになりおいで下さい。電子証明書は
３年間有効ですが、氏名・住所・性別・生年月日に変更が生じた場合
は無効になります。電子証明書発行手数料は５００円です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 □問 市民課11７２４・２１２３

市・都民税申告書の出張受付日程
受付時間会　場開催日

○午前の部
９：００～１１：００

○午後の部
１３：００～１５：００

※昼休みは受付を
していません。

堺市民センター　ホール２月１７日（木）
なるせ駅前市民センター　ホール２月１８日（金）
鶴川市民センター　ホール２月２２日（火）
忠生市民センター　ホール２月２４日（木）
南市民センター　ホール２月２５日（金）
小山市民センター　第１会議室２月２８日（月）

注意事項　（１）当日は混雑が予想されますので、時間に余裕を持っておいで下さい。（２）
ご来場の際には、筆記具・所得の証明ができるもの・社会保険料等の資料等をお持ち下さ
い。（３）会場には駐車場の用意がありませんので、車での来場はご遠慮下さい。

税理士会が行う小規模事業者のための
確定申告無料相談

受付時間会　場開催日

９：３０～
１１：００

１３：００～
１５：００

忠生市民センター
　ホール

２月１６日（水）
～１８日（金）

南市民センター　
ホール

２月１６日（水）
～１８日（金）

堺市民センター　
ホール

２月２２日（火）
～２３日（水）

なるせ駅前市民セ
ンター　　ホール

２月２２日（火）
～２４日（木）

鶴川市民センター
　ホール

２月２３日（水）
～２５日（金）

住民基本台帳カード・電子証明書をご利用下さい
所所
得得
税税
・・
消消
費費
税税
・・
贈贈
与与
税税
のの
申申
告告
書書
のの

作作
成成
・・
提提
出出
会会
場場
はは「「
ぽぽ
っっ
ぽぽ
町町
田田
」」でで
すす

動
産
を
売
却
し
た
方
、
ゴ
ル
フ
会
員
権

や
株
式
等
の
資
産
を
売
却
し
た
方
は
、

譲
渡
所
得
に
つ
い
て
所
得
税
の
確
定
申

告
が
必
要
で
す
。

○
不
動
産
の
売
却
や
交
換
、
又
は
国
等

に
公
共
事
業
等
の
た
め
に
買
い
取
ら
れ

た
場
合
等
の
譲
渡
所
得
は
、
給
与
所
得

な
ど
の
他
の
所
得
と
区
分
し
て
所
得
税

の
計
算
を
す
る
「
分
離
課
税
」
と
な
り

ま
す
の
で
、
申
告
に
当
た
っ
て
は
、

「
申
告
書
Ｂ
（
第
一
表
・
第
二
表
）
」

及
び
「
申
告
書
第
三
表
（
分
離
課
税

用
）
」
に
給
与
所
得
な
ど
の
他
の
所
得

も
一
緒
に
記
載
し
て
提
出
し
て
下
さ

い
。

○
ゴ
ル
フ
会
員
権
、
貴
金
属
、
書
画
骨

と
う
等
を
売
却
し
た
場
合
の
譲
渡
所
得

は
、
給
与
所
得
な
ど
の
他
の
所
得
と
一

緒
に
所
得
税
を
計
算
す
る
「
総
合
課

税
」
と
な
り
ま
す
の
で
、
申
告
に
当
た

っ
て
は
、
「
申
告
書
Ｂ
（
第
一
表
・
第

二
表
）
」
に
記
載
し
て
提
出
し
て
下
さ

い
。

で
、
車
で
の
ご
来
場
は
ご
遠
慮
下
さ

い
。

□問
 

東
京
税
理
士
会
町
田
支
部
11
７
２
９

・
０
７
７
７

舎
内
に
は
、
申
告

書
の
作
成
会
場
は

設
置
し
て
い
ま
せ

ん
。

　

な
お
、
平
成　
１７

年
３
月
末
ま
で
庁

舎
改
修
工
事
の
た

め
、
税
務
署
内
に

駐
車
場
は
あ
り
ま

せ
ん
。


